
 

 

 

 

 

  

   

 

 

       

 

 

 

県人事委員会（渡辺正和委員長）は21日、知事及び県議会議長に対し職員の給与等に

対する勧告を行った。主な内容は次のとおり。 

【月例給・一時金】月例給 1,015円(0.29％)・一時金 0.08月の公民較差により、月例

給は３年ぶり、一時金は４年ぶりの引き上げ改定を勧告。月例給は、初任給及び若年

層の給与月額の引き上げにとどまり中高齢層への配分は触れられず、勤務意欲策に課

題が残る結果となった。一時金は、勤勉手当での配分で、支給月数は国同様4.40月と

なる。 

【通勤手当】県内のガソリン価格の動向等負担

の実態を考慮し、手当額を検討する必要があ

ると報告。 

【会計年度任用職員の期末手当】勤勉手当が措

置されていない会計年度任用職員の期末手

当について、職員との均衡を考慮しつつ支給

月数を検討する必要があると報告。 

月例給及び一時金のプラス改定勧告や、通勤

手当改定の必要性などの内容を引き出したも

のの多くの課題が山積している。 

人事委員会の勧告・報告が確実に実施される

ためには、引き続く確定闘争の取り組みが重要。 

県職労は地公共闘に結集し、要求実現に向け

全力を挙げて取り組む。「知事あて大型ハガキ」

への取り組みに全職員で結集しよう。 
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本日、人事委員会

勧告・報告！確定

闘争での改善に向

け、支部・分会か

ら取り組みに結集

しよう。 

 



【勧告】（４月遡及実施） 

①月例給：較差0.29％・1,015円（民間349,857円、職員348,842円）に基づく給料表改定 

初任給（大卒程度3,000円、高卒程度4,000円）及び若年層に配分する改定とする。 

（給与改定額は1,010円（行政職給料表適用者）） 

② 一時金：較差0.08月（民間4.38月、職員4.30月）に基づき0.10月引上げ4.40月 

 ※再任用職員：0.05月引上げ2.30月          勤勉手当で配分 

 ６月期 12月期 

2022年度 期末手当 

     勤勉手当 

1.225月（支給済み） 

0.925月（支給済み） 

1.225月（改定なし） 

1.025月（現行0.925月） 

2023年度 期末手当 

     勤勉手当 

1.225月 

0.975月 

1.225月 

0.975月 

【報告】（主要事項のみ） 

① 通勤手当：交通用具使用は、昨今のガソリン価格の動向等負担の実態を考慮し、手当

の額を検討する必要がある。 

② 会計年度任用職員の期末手当：勤勉手当が措置されていない会計年度任用職員の期末

手当について、職員との均衡を考慮しつつ支給月数を検討する必要がある。 

③ 長時間勤務の解消：職員の働き方改革への意識醸成を図りながら、業務の効率化や省

力化を引き続き進めるとともに、客観的な記録を基礎とした勤務時間管理を

徹底し、それでもなお解消されない場合は、業務量や業務内容に応じて適切

な人員体制を確保する取り組む必要がある。 

④ 両立支援の推進：両立支援制度の職員への周知や、制度を利用しやすい職場環境の整

備等に取り組む必要がある。 

⑤ 心身の健康管理：若年層が職場において仕事の悩みを気軽に相談できる環境づくりが

必要である。 

⑥ ハラスメント対策：相談窓口の強化・周知の必要がある。人事委員会として苦情相談

に対する的確な問題解決や、職員の意識啓発に取り組む。 

⑦ 定年引上げ：中長期的な観点からの採用の在り方や役職定年後の職員を含む高齢層職

員の職務や配置等について検討し、高齢層職員が意欲を持って職務に従事で

きるよう適切な対応が必要である。 

 

 

◎月例給・一時金の確実な改定実施と、全職員の勤務意欲の確保を！ 

 月例給・一時金ともにプラス勧告だが、昨今の県財政事情から凍結・値切りと言ったことが無いよ

う、確実な実施を求めていく。中高齢層の改定がされず、勤務意欲確保のための方策を引き続き求め

ていかなければならない。 

◎ 通勤手当の確実な改善を！ 

 人事委員会は、任命権者に対しガソリン価格の動向を踏まえた通勤手当の検討を求めたことから、

確定闘争では、負担解消のため確実な通勤手当改善の取り組みが重要となる。 


